
22令和元年年７７月月号号

■市の人口

<平成３１年３月３１日現在>

人　口　３，２３２人　

　　男　１，５１０人　

　　女　１，７２２人　

世帯数　１，８９７世帯

市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成３　市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成３１１

年３月３１日現在での、平成３０年度予算の執行状況を中心に、年３月３１日現在での、平成３０年度予算の執行状況を中心に、市市

の借入金や基金の現況などについてお知らせしますの借入金や基金の現況などについてお知らせします。。

なお、最終的な平成３０年度決算については、あらためてお　なお、最終的な平成３０年度決算については、あらためてお知知

らせします。 〈財政管財グループ・市役所３らせします。 〈財政管財グループ・市役所３階階緯緯４２～３２１４４２～３２１４〉〉

財 政 公財 政 公 表表

　
市
の
財
政
は
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
、

企
業
会
計
の
３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
に
は
、
市
の
基
本
的
な
経
費

が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
特
別
会
計
で
は
、

特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
収
支
が
個
別

に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
企
業
会
計
は
、
地
方
公
共
団
体

が
経
営
す
る
事
業
の
会
計
で
、
本
市
に
は

市
立
病
院
の
運
営
を
行
う
病
院
事
業
会
計

が
あ
り
ま
す
。

　
地
方
公
共
団
体
で
は
、
４
月
か
ら
翌
年

３
月
末
ま
で
の
会
計
年
度
内
に
全
て
の
収

納
や
支
払
い
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
翌
年
度
の
４
月
と
５
月
を
出
納

整
理
期
間
と
し
、
こ
の
間
に
未
収
金
や
未

払
い
金
の
整
理
を
行
い
ま
す
。
歳
入
の
市

債
な
ど
、
収
入
率
や
執
行
率
が
低
く
な
っ

て
い
る
科
目
が
あ
る
の
は
、
事
業
が
完
了

す
る
年
度
末
以
降
に
執
行
さ
れ
る
収
支
が

あ
る
た
め
で
す
。

　
今
回
お
知
ら
せ
す
る
「
財
政
公
表
」
は
、

決
算
額
と
は
異
な
り
、
平
成
　
年
３
月
末

３１

現
在
で
平
成
　
年
度
の
予
算
額
に
対
し
て

３０

ど
の
く
ら
い
収
入
が
あ
り
支
出
し
た
か
を

示
す
も
の
で
、
出
納
整
理
期
間
に
お
け
る

収
支
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
病
院
事
業
会
計
に
は
出
納
整
理

期
間
が
な
い
の
で
、
３
月
末
で
の
収
支
状

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
各
会
計
予
算
の
執
行
状
況
は
表
１
か
ら

表
３
の
と
お
り
で
、
一
般
会
計
の
収
入
で

は
予
算
の
　
・
３
％
に
当
た
る
　
億
６
，３

８８

３８

４
７
万
６
千
円
が
収
入
済
み
で
、
対
す
る

支
出
は
　
億
５
，３
６
５
万
円
と
予
算
の
　

３６

８３

・
５
％
が
執
行
済
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
営
公
共
下
水
道
な
ど
４
つ
の

特
別
会
計
は
総
額
で
、
収
入
済
額
が
３
億

８
４
６
万
６
千
円
、
支
出
済
額
が
５
億
４

２
２
万
８
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
・
特
別
会
計
と
も
に
収
入
済

額
は
、
一
時
転
用
金
な
ど
に
か
か
る
収
入

を
除
い
て
お
り
、
支
出
済
額
が
収
入
済
額

を
上
回
っ
て
い
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、

一
般
会
計
か
ら
の
一
時
転
用
金
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
病
院
事
業
会
計
で
は
収
益
的
収
入
が
支

出
を
上
回
り
、
消
費
税
を
除
い
た
純
利
益

が
１
６
０
万
５
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

表１　一般会計の予算執行状況

収入率収 入 済 額予 算 現 額歳入科目

１００．０％２７億２，４７１万８千円２７億２，４７１万８千円地方交付税

１００．９％４億５，４１６万８千円４億５，００３万５千円国庫支出金

０．０％０千円３億１１７万１千円市 債

９２．５％２億７，７６６万３千円３億８万８千円使 用 料 等

９８．２％４億１，３１１万５千円４億２，０６５万２千円諸 収 入

９３．３％２億５８５万５千円２億２，０５８万１千円市 税

７４．０％１億１，７２８万円１億５，８４２万６千円道 支 出 金

１００．０％１億４，１７９万４千円１億４，１７９万３千円繰 越 金

９７．３％１億７，５５２万５千円１億８，０４７万９千円そ の 他

９２．１％４５億１，０１１万８千円４８億９，７９４万３千円合　 計

収入率収 入 済 額予 算 現 額歳入科目

１００．０％２４億９，２３９万５千円２４億９，２３９万５千円地方交付税

９４．０％２億３６１万８千円２億１，６６０万９千円使 用 料 等

０．０％０円２億１，４１５万３千円市 債

９５．４％１億９，７４３万８千円２億７０３万８千円諸 収 入

９４．９％１億８，９０４万８千円１億９，９２９万６千円市 税

１００．０％１億７，４４２万円１億７，４４２万円繰 越 金

９２．４％１億３，００７万４千円１億４，０７７万８千円道 支 出 金

１０４．７％１，９８９万３千円１，９００万円国庫支出金

６４．３％４億５，６５９万円７億１，０１５万１千円そ の 他

８８．３％３８億６，３４７万６千円４３億７，３８４万円合　 計

執行率支 出 済 額予 算 現 額歳出科目

９１．０％９億８，３０２万４千円１０億８，１４８万円民 生 費

９９．６％８億５，６６１万２千円８億５，９７１万円職 員 費

９６．８％６億２，８５８万円６億４，９２６万１千円衛 生 費

１００．０％４億８，８４０万９千円４億８，８５１万１千円公 債 費

４３．３％２億３４４万５千円４億６，９３７万３千円土 木 費

３３．１％１億９，０４０万７千円５億７，５０９万４千円総 務 費

９４．３％３億４，２２４万５千円３億６，３０５万６千円商 工 費

８４．１％１億７，９７０万１千円２億１，３７４万４千円教 育 費

８５．４％６，４３６万４千円７，５３４万４千円消 防 費

５６．９％７，０３４万５千円１億２，３７０万２千円そ の 他

８１．８％４０億７１３万２千円４８億９，７９４万３千円合　 計

執行率支 出 済 額予 算 現 額歳出科目

９１．２％９億３，４１６万６千円１０億２，４５８万１千円民 生 費

９９．１％８億６，００３万５千円８億６，７７４万２千円職 員 費

８９．７％５億３，２９３万３千円５億９，４０７万２千円公 債 費

６０．３％３億１，３８０万５千円５億２，０６３万６千円土 木 費

９６．０％４億４，６７０万３千円４億６，５４０万４千円衛 生 費

５０．８％１億７，３８８万１千円３億４，２４８万２千円総 務 費

８４．７％１億５，９９２万５千円１億８，８８９万４千円教 育 費

７６．０％１億５８２万５千円１億３，９１７万２千円商 工 費

７５．０％４，４６２万２千円５，９５３万４千円消 防 費

４７．７％８，１７５万５千円１億７，１３２万３千円そ の 他

８３．５％３６億５，３６５万円４３億７，３８４万円合　 計

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

況
が
決
算
と
な
り
ま
す
。

は
じ
め
に

各
会
計
予
算
の
執
行
状
況
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収
入
予
算
の
４
・
６
％
に
当
た
る
市
税

は
、
１
億
９
，９
２
９
万
６
千
円
の
予
算
額

に
対
し
収
入
済
額
は
１
億
８
，９
０
４
万
８

千
円
、　

・
９
％
の
収
入
率
と
な
っ
て
い

９４

ま
す
。

　
な
お
、
収
入
内
訳
は
表
４
の
グ
ラ
フ
の

と
お
り
で
す
。

　
市
が
、
多
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
道

路
整
備
や
施
設
建
設
な
ど
大
規
模
事
業
を

行
う
場
合
、
国
等
か
ら
事
業
資
金
を
借
り

入
れ
ま
す
。
こ
れ
が
市
債
で
、
市
の
借
金

に
な
り
ま
す
。

　
市
債
現
在
高
の
総
額
は
表
５
の
と
お
り
、

全
会
計
あ
わ
せ
て
　
億
８
，０
９
６
万
８
千

５６

円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
同
期
と
比
べ
る

と
９
，７
０
９
万
４
千
円
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
市
債
（
市
の
借
金
）
に
対
し
、
市
の
貯

金
に
相
当
す
る
の
が
財
政
調
整
基
金
な
ど

の
各
種
基
金
で
す
。

　
本
市
に
は
表
６
の
と
お
り
、
目
的
に
応

じ
た
基
金
が
あ
り
ま
す
。
基
金
現
在
高
の

合
計
は
　
億
５
，４
２
８
万
３
千
円
で
、
前

３２

年
同
期
と
比
べ
４
，２
５
２
万
8
千
円
減
少

し
ま
し
た
。
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収　　益　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

１００．８％５億９，１５１万３千円５億８，６８５万３千円収入

９７．１％５億８，１９３万８千円５億９，９４６万８千円支出

資　　本　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

１００．０％７，７０２万８千円７，７００万６千円収入

１００．０％８，７９５万３千円８，７９５万５千円支出

表３　企業会計の決算状況（病院事業）

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額１，０９２

万５千円は、過年度分損益勘定留保資金で補て

んしています。

表２　特別会計の予算執行状況

執行率支 出 済 額収入率収 入 済 額予 算 現 額会　　　計

７０．８％１億９，９８７万５千円２７．９％７，８６３万２千円２億８，２１７万２千円市営公共下水道

８６．８％３，０２１万１千円１３．２％４５９万４千円３，４８０万８千円市営神威岳観光

９７．９％１億９，２３９万９千円７８．４％１億５，４１１万６千円１億９，６４９万６千円国民健康保険

９６．３％８，１７４万３千円８３．８％７，１１２万４千円８，４８９万３千円後期高齢者医療

８４．３％５億４２２万８千円５１．６％３億８４６万６千円５億９，８３６万９千円総　　　額

表４　市税の収入状況

市民１人当たりの市税負担額　5８，４９３円

（前年同期と比べ、３，０３２円の増）

市民１人当たりの貯金額　１，００６，８９４円

（前年同期と比べ、２９，７７２円の増）

表６　基金の状況
現　在　高区　　　　分

６億４，０００万円財政調整基金

２億２，０００万１千円減債基金

５４８万２千円ふるさと応援基金

８４７万９千円市営改良住宅敷金基金

１，０１９万６千円市営住宅敷金基金

２億５，３６９万７千円過疎地域自立促進特別事業基金

５，１３２万５千円東光最終処分場閉鎖基金

２億７，８９１万３千円国民健康保険事業財政調整基金

１７億円公共施設等整備基金

８，６１９万円北海道市町村備荒資金組合

３２億５，４２８万３千円総　　　　　額

▲４，２５２万８千円前年同期との比較増減

市民１人当たりの借金額　１，７５７，７２５円

（前年同期と比べ、４５，１９９円の増）

表５　市債の状況

現　在　高会　　　　計

４２億５，４２８万１千円一般会計

１０億２，０８４万８千円市営公共下水道特別会計

８３４万３千円市営神威岳観光特別会計

３億９，７４９万６千円病院事業会計

５６億８，０９６万８千円総　　　　　額

▲９，７０９万４千円前年同期との比較増減

市
税
の
収
入
状
況

市
債
の
状
況

基
金
の
状
況

●●● 財 政 公 表　●●●
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７月２１日（日）は７月２１日（日）は、、

の投票日での投票日ですす。。参議院議員通常選参議院議員通常選挙挙

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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第
　
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
７
月
４
日
（
木
）
に
公
示
さ

２５

れ
、
７
月
　
日
（
日
）
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

２１

　
わ
た
し
た
ち
国
民
の
声
を
国
政
に
反
映
さ
せ
、
未
来
に
つ
な
げ
る

大
切
な
選
挙
で
す
。
貴
重
な
一
票
を
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
選
挙

権
が
あ
る
　
歳
以
上
の
方
は
必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
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▽
期
間
　
７
月
５
日
（
金
）
～
　２０

日
（
土
） 

▽
時
間
　
８
時
　
分
～
　
時
（
土

30

２０

・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
含
む
）

▽
場
所
　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
市
役
所
２
階
）

※
市
役
所
１
階
入
口
に
車
椅
子
と

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
置
し
て
い

ま
す
の
で
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

■
不
在
者
投
票

　
投
票
日
当
日
に
投
票
所
へ
行
け

ず
、
か
つ
期
日
前
投
票
所
に
も
行

け
な
い
と
き
は
、
不
在
者
投
票
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
書
類
の

や
り
と
り
を
郵
送
で
行
う
た
め
時

間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
不

在
者
投
票
の
請
求
は
選
挙
の
公
示

前
で
も
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
投

票
用
紙
の
発
送
は
公
示
後
と
な
り

ま
す
）
。

▼
滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票
　

　
選
挙
期
間
中
、
長
期
の
旅
行
や

仕
事
な
ど
で
、
遠
く
の
市
町
村
に

滞
在
し
て
い
る
方
は
、
滞
在
先
の

選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。
滞
在
先
に
投
票
用

紙
等
を
取
り
寄
せ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
参
議
院
議
員
選
挙
は
、
３
年
ご

と
の
選
挙
で
定
数
の
半
数
を
改
選

す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
選
挙
区

選
出
議
員
選
挙
と
比
例
代
表
選
出

議
員
選
挙
の
２
つ
の
選
挙
に
よ
っ

て
議
員
を
選
び
ま
す
。

　
投
票
は
、
最
初
に
「
選
挙
区
選

出
議
員
の
選
挙
」
を
行
い
、
次
に

「
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
」

を
行
い
ま
す
。
選
挙
区
選
出
議
員

選
挙
の
投
票
用
紙
（
ク
リ
ー
ム

色
）
に
は
、
候
補
者
の
氏
名
を
記
載

し
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
投
票

用
紙
（
白
色
）
に
は
、
候
補
者
の

氏
名
ま
た
は
政
党
等
の
名
称
を
記

載
し
て
投
票
し
ま
す
。　

　
本
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
て
、
次
の
年
齢
及
び
住
所

要
件
に
該
当
す
る
方
で
す
。

▼
年
齢
要
件
　

　
７
月
　
日
で
満
　
歳
以
上
の
方

21
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投
票
日
に
用
事
な
ど
で
投
票
所

へ
行
け
な
い
方
は
、
大
切
な
一
票

を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
、
次
の
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
期
日
前
投
票
　

　
投
票
日
に
用
事
が
あ
る
方
は
、

期
日
前
投
票
制
度
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
期
日
前
投
票
の
主
な
事
由

　
「
仕
事
や
学
業
、
冠
婚
葬
祭
な

ど
が
あ
る
と
き
」
、「
外
出
・
旅
行
・

滞
在
の
た
め
不
在
の
と
き
」
、「
疾

病
、
負
傷
、
出
産
等
の
た
め
歩
行

困
難
な
と
き
」
、「
本
市
の
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、

他
市
町
村
に
転
出
予
定
の
と
き
」

▼
必
要
な
も
の
　

　
投
票
所
入
場
券
（
は
が
き
）
の

裏
面
に
必
要
事
項
（
事
由
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
住
所
）
を
記
入
し
て

期
日
前
投
票
所
の
受
付
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
印
鑑
は
不
要
で
す
。

▼
期
日
前
投
票
が
で
き
る
期
間
・

場
所

　
投
票
所
の
場
所
や
日
時
な
ど
を

記
載
し
て
選
挙
の
公
示
日
（
７
月

４
日
）
前
後
に
発
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
市
外
へ
転
出
さ
れ
た
方

に
は
投
票
所
入
場
券
は
送
付
し
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

（
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
で
あ
れ
ば
、
入
場
券
が
無
く

て
も
投
票
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

（
平
成
　
年
７
月
　
日
ま
で
に
生

１３

２２

ま
れ
た
方
）

▼
住
所
要
件
　

　
平
成
　
年
４
月
３
日
以
前
に
本

３１

市
に
転
入
、
住
民
登
録
を
し
、
投

票
日
（
期
日
前
投
票
日
含
む
）
ま

で
引
き
続
き
居
住
し
て
い
る
方

※
投
票
日
ま
で
に
転
出
す
る
と
き

　
新
し
い
住
所
地
で
選
挙
人
名
簿

の
登
録
基
準
（
引
き
続
き
３
か
月

以
上
居
住
）
を
満
た
し
て
い
な
い

方
は
、
旧
住
所
地
で
あ
る
本
市
で

投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
選

挙
区
選
挙
は
北
海
道
選
挙
区
）
。

再
発
行
や
本
人
確
認
の
手
続
き
に

時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
）
。

●投票時間●投票時間　７７時時から１から１９９時時

●開票時間・場所 即●開票時間・場所　即日日２０時２０時からコミュニティセンタからコミュニティセンターー

投
票
方
法

本
市
で
投
票
で
き
る
方

投
票
所
入
場
券
の
発
送

期
日
前
投
票
と

 

不
在
者
投
票
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区　　　　域投 票 所投票区

本町第一・第二・中央・川向、

東光二区・三区
コミュニティセンター第１投票区

上歌旭町・新栄町・曙町上歌新栄地区集会所第２投票区

歌神一区・三区・市街・社宅歌 神 地 区 集 会 所第３投票区

神威市街・桜沢・神楽岡神威児童センター第４投票区

神威美山町、中村市街・

日の出・宮下町・中央団地
中 村 地 区 集 会 所第５投票区

文珠第一・第二・新泉町・

しらかば団地
社 会 福 祉 協 議 会第６投票区

文珠第三歌 志 内 中 学 校第７投票区

し
く
投
票
し
て
こ
そ
、
私
た
ち
の

「
明
る
い
選
挙
」
と
い
え
る
の
で

す
。　

【投票所と投票区域】

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

▼
指
定
病
院
等
で
の
不
在
者
投
票

　
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
指
定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム

等
に
入
院
・
入
所
し
て
い
る
方
は
、

そ
の
施
設
内
で
不
在
者
投
票
が
で

き
ま
す
。
施
設
の
管
理
者
へ
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。

▼
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

方
や
一
定
の
要
介
護
状
態
（
要
介

護
５
）
に
あ
る
方
は
、
郵
便
等
に

よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
証
明
書
の

交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
余
裕
を

も
っ
て
選
挙
管
理
委
員
会
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

▼
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市

役
所
２
階
緯
４
２
～
３
２
１

１
）

「
明
る
い
選
挙
」
を
支
え
て
い
る

の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
気

持
ち
で
す
。

　
誰
に
も
じ
ゃ
ま
さ
れ
ず
に
、
自

分
の
考
え
で
正
し
く
投
票
す
る
選

挙
の
こ
と
を
「
明
る
い
選
挙
」
と

い
い
ま
す
。
お
金
を
も
ら
っ
た
り
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
受
け
取
っ
た
り
し

て
、
そ
の
人
に
投
票
し
た
と
し
て
も
、

自
分
の
意
思
を
伝
え
る
と
い
う
こ

と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
明
る
く
正

　
投
票
は
、
左
表
の
と
お
り
市
内

７
か
所
の
投
票
所
で
行
わ
れ
ま
す
。

投
票
所
入
場
券
を
よ
く
確
認
し
て
、

間
違
わ
な
い
よ
う
に
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

令和元年度  町内会・自治会長のご紹介
電話番号会　長　名町内会・自治会名電話番号会　長　名町内会・自治会名

４２～４６６４ 山 　 川 　 義 　 信 
やま かわ よし のぶ

神威神楽岡町内会４２～３２４５ 宮 　 崎 　 公 　 英 
みや ざき きみ ひで

上歌新栄町自治会

４２～４６４６ 小 　 島 　 忠 　 勝 
こ じま ただ かつ

美山町内会４２～３５１９ 田 　 中 　　　 稔 
た なか みのる

東光町内会

４２～４８７６ 須 　 貝 　　　 勉 
す がい つとむ

中村町内会４２～６０１６ 川 　 野 　 敏 　 夫 
かわ の とし お

本町・川向町内会

４２～６４０９ 上 　 田 　 正 　 昭 
うえ だ まさ あき

中央地区自治会４２～６３１０ 工 　 藤 　 孝 　 司 
く どう こう じ

本町第一町内会

４２～５０２２ 女 　 鹿 　　　 聡 
め が さとし

文珠第一町内会４２～２８０６ 黒 　 田 　　　 豊 
くろ だ ゆたか

本町第二町内会

４２～４５０２ 山 　 崎 　 輝 　 男 
やま ざき てる お

文珠第二町内会４２～５２５４ 三 　 浦 　 茂 　 実 
み うら しげ み

歌神川向町内会

４２～２２６１ 大 　 屋 　　　 功 
おお や いさお

文珠新泉町町内会４２～３３８４ 稲 　 田 　　　 穣 
いな だ みのる

歌神町内会

４２～３５４２ 有 　 惠 　 洋 　 子 
あり え よう こ

しらかば町内会４２～５３１０ 山 　 崎 　 数 　 彦 
やま ざき かず ひこ

歌神市街町内会

４２～４６７５ 澤 　 田 　 季 　 孝 
さわ だ すえ たか

文珠第三町内会４２～４８４８ 三 　 戸 　 満 　 雄 
さん のへ みつ お

神威町内会

※名簿は令和元年６月１日現在のものです。〈順不同・敬称略〉

明
る
い
選
挙
の
推
進

投
票
所
と
投
票
区
域
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医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
前
年

の
所
得
に
よ
り
１
割
（
一
般
）
と

３
割
（
現
役
並
み
所
得
者
）
に
分

か
れ
ま
す
。

※
自
己
負
担
割
合
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
は
、
有
効
期
限
内
で
も

所
得
や
世
帯
構
成
の
変
更
に
よ

り
再
判
定
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
負
担
割
合
が
変
更
に
な

る
場
合
に
は
、
新
し
い
保
険
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
者
と
は

　
市
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万

円
以
上
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と

い
い
ま
す
）
及
び
そ
の
方
と
同
じ

世
帯
の
加
入
者
は
、
負
担
割
合
が

３
割
の
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
窓
口
に
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
１
割
負
担
と

な
り
ま
す
。

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
１
人
の

場
合

　
加
入
者
本
人
の
収
入
額
が
３
８

３
万
円
未
満
の
と
き
。
ま
た
は
同

一
世
帯
の
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の

７０

７４

方
と
加
入
者
本
人
の
収
入
の
合
計

医
療
費
の
自
己
負
担
割

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合合

■
減
額
認
定
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区

分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
区
分
Ⅱ
　
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
の
方

▼
区
分
Ⅰ
　
区
分
Ⅱ
に
該
当
す

る
方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

▽
世
帯
全
員
の
所
得
が
０
円
で
、

公
的
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は
、

そ
の
受
給
額
が
　
万
円
以
下
の

８０

方
▽
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方

■
限
度
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区

分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
現
役
並
み
Ⅱ
　
現
役
並
み
Ⅲ
に

該
当
せ
ず
、
市
民
税
課
税
所
得

が
３
８
０
万
円
以
上
の
被
保
険

者
と
、
そ
の
方
の
同
一
世
帯
に

い
る
被
保
険
者
の
方

▼
現
役
並
み
Ⅰ
　
現
役
並
み
Ⅲ
・

Ⅱ
に
該
当
し
な
い
３
割
負
担
の

方
と
、
そ
の
方
と
同
一
世
帯
に

い
る
被
保
険
者
の
方

▼
現
役
並
み
Ⅲ
　
市
民
税
課
税
所

得
が
６
９
０
万
円
以
上
の
被
保

険
者
と
そ
の
方
と
同
一
世
帯
に

い
る
被
保
険
者
の
方

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
等等

が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き
。

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
２
人
以

上
の
場
合

　
加
入
者
の
収
入
の
合
計
が
５
２

０
万
円
未
満
の
と
き
。

※
原
則
と
し
て
、
申
請
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
か
ら
適
用
に
な
り

ま
す
。

【
例
】
８
月
　
日
に
申
請
→

１６

　
　
　
　
　
９
月
１
日
か
ら
適
用

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
以
下
「
減
額
認
定
証
」
と
い
い

ま
す
）
ま
た
は
、「
限
度
額
適
用
認

定
証
」（
以
下
「
限
度
証
」
と
い
い

ま
す
）
は
、
保
険
証
と
同
時
期
に

更
新
さ
れ
ま
す
。
保
険
証
と
同
様

に
新
し
い
減
額
認
定
証
ま
た
は
限

度
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
も

の
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
ま
た
は
限

度
証
の
色
は
黄
緑
色
に
変
わ
り
ま

す
。

　
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
ほ
か
、
食
事
代
な

ど
の
標
準
負
担
額
（
次
ペ
ー
ジ
表

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２
）
を
支
払
い
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
減

額
認
定
証
を
ま
だ
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
入
院
の
際
に
減
額
認
定
証

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
へ
減
額
認
定

証
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
と
、
食
事
代
の
減
額
の
ほ

か
医
療
費
も
自
己
負
担
限
度
額

（
次
ペ
ー
ジ
表
１
）
ま
で
と
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
が
有
効
と

な
る
の
は
、
申
請
日
の
属
す
る
月

の
初
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。
申
請

が
遅
れ
る
と
、
医
療
費
は
申
請
に

よ
り
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
食
事
代
な
ど
に
つ

い
て
は
払
い
戻
し
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」（
以
下
「
保
険
証
」

と
い
い
ま
す
）
の
有
効
期
限
が
令
和
元
（
平
成
　
）
年
７
月
　
日
を
も
っ
て
満

３１

３１

了
と
な
り
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
古
い
保
険
証
を
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
の
色
は
橙
（
だ
い

だ
い
）
色
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
証
は
１
年
ご
と
の
更
新
の
た
め
、
今
回
お
送
り
す
る
保
険
証
の

有
効
期
限
は
令
和
２
年
７
月
　
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

３１

〈
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
・
市
役
所
１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
〉

後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま
すす
！！

ま
た
は
限
度
証
の
更

　
　
ま
た
は
限
度
証
の
更
新新

減
額
認
定
証

減
額
認
定
証
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１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、
超
え

た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

高
額
療
養

高
額
療
養
費費

※過去12か月の高額療養費の支給が４回目からは多数該当が適用されます。

自己負担限度額
区　　　分 外来＋入院

〔世帯単位〕
外来

〔個人単位〕
（医療費総額－８４２，０００円）

×１％＋２５２，６００円

（多数該当１４０，１００円※）

課税所得
６９０万円以上

現役Ⅲ

 現役並み  
 所得者

（医療費総額－５５８，０００円）

×１％＋１６７，４００円

（多数該当９３，０００円※）

課税所得
３８０万円以上

現役Ⅱ

（医療費総額－２６７，０００円）

×１％＋８０，１００円

（多数該当４４，４００円※）

課税所得
１４５万円以上

現役Ⅰ

５７，６００円

（多数該当

　　　４４，４００円※）

１８，０００円

（年額上限

　　　１４４，０００円）

一　　般

２４，６００円
８，０００円

区分Ⅱ
市民税非課税世帯

１５，０００円区分Ⅰ

【表１】１か月の医療費自己負担限度額

方
は
、
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関

に
提
示
し
、
医
療
費
の
額
に
よ
っ

て
は
、
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
り
病
院
窓
口
で
の
負
担
が
軽
減

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
各
区
分
で
の
自
己
負
担
限
度
額

は
、
左
表
１
の
と
お
り
で
す
。

自己負担額の合計の限度額区　　　分

【課税所得６９０万円以上】２１２万円

現役並み所得者 【課税所得３８０万円以上】１４１万円

【課税所得１４５万円以上】６７万円

５６万円一　　　　　般

３１万円区分Ⅱ
市民税非課税世帯

１９万円区分Ⅰ

　同じ世帯の加入者が１年間に支払った後期高齢者医療制度と

介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超え

た額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

《高額介護合算療養費《高額介護合算療養費》》
《医療費通知の発行《医療費通知の発行》》

　被保険者の皆さまに健康や医

療に対する理解を深めていただ

くために、医療費総額などにつ

いてお知らせする「医療費通知」

を、医療機関等を受診した全て

の被保険者の皆さまへ送付しま

す。

　発送月は、９月と３月の年２

回です。

※この通知書は、確定申告の

「医療費控除」に活用するこ

とができます。

※減額認定証の適用区分が区分Ⅱの方で、「長期入院該当年月日」欄に日付が未記入であり、過去１２

か月の入院日数が９０日を超えた場合、申請することにより食事代がさらに軽減されます。領収書

等の入院日数が確認できるものを持参のうえ、戸籍保険グループへお越しください。

左以外の入院療養病床への入院
区　　　　　　分

食事代（１食）居住費（１日）食事代（１食）

４６０円370円　　 ４６０円現役並み所得者・一般

２１０円厚生労働大臣の定

める者（指定難病患

者を除く）は３７0円、

指定難病患者は０円

２１０円
９０日までの入院

区分Ⅱ
市民税
非課税
世　帯

１６０円過去12か月で９０日を超
える入院

１００円
１３０円

８０万円以下の年金受
給者

区分Ⅰ
0円　　 １００円老齢福祉年金受給者

【表２】入院時の食事代などの標準負担額

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥



88令和元年７月号

　
市
で
は
、
北
海
道
と
協
力
し
て

各
種
助
成
制
度
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
か
の
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
制
度

に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
医
療
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

■
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

に
か
か
る
医
療
費

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１

級
ま
た
は
２
級
の
方
及
び
３
級

の
一
部
（
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼

吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直
腸
、
小

腸
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
、
肝
臓
の
機
能
に

か
か
る
障
が
い
）
の
方

②
重
度
の
知
的
障
が
い
が
あ
る
方

③
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に
該

当
す
る
方
（
外
来
、
訪
問
看
護

の
み
）

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

①
　
歳
未
満
の
子
を
扶
養
ま
た
は

２０監
護
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
母
ま
た
は
父
の
入
院
医
療
費

②
①
の
家
庭
の
子
の
入
院
・
外
来

医
療
費

③
両
親
の
死
亡
や
行
方
不
明
な
ど

に
よ
り
、
他
の
家
庭
で
扶
養
さ

れ
て
い
る
　
歳
未
満
の
子
の
入

２０

院
・
外
来
医
療
費

※
　
歳
以
上
の
子
は
一
定
の
要
件

１８が
必
要
で
す
。

■
子
ど
も
医
療

　
上
記
以
外
の
子
ど
も
（
　
歳
に

１８

達
す
る
日
の
年
度
の
末
日
ま
で
）

に
か
か
る
入
院
・
外
来
医
療
費

▼
収
入
要
件

　
対
象
者
本
人
が
　
歳
に
達
す
る

１８

日
の
年
度
の
末
日
ま
で
は
特
別
な

場
合
を
除
き
収
入
要
件
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
以
外
は
、
収
入
要
件

が
あ
り
、
状
況
に
よ
っ
て
は
認
定

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
助
成
の
内
容

　
各
医
療
費
に
お
け
る
助
成
の
内

容
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

※
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
一
度

自
己
負
担
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
戸
籍
保
険
グ
ル

ー
プ
（
市
役
所
１
階
緯
４
２
～

３
２
１
７
）

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■各医療費の助成内容

市民税課税世帯（１８歳に達する日の年度の末日まで
の子どもを除く）
　医療費負担は１割です。ただし、１か月に負担す
る医療費が下表の限度額を超えた場合は、申請によ
り超えた分が支給されます。
【１か月の自己負担限度額】

１８，０００円
（年額上限１４４，０００円）

外来（個人単位）

５７，６００円
（多数該当４４，４００円※）

入院＋外来（世帯単位）

※過去１２か月の自己負担限度額を超えたことによる
　る助成が４回目からは多数該当が適用されます。

市民税非課税世帯（１８歳に達する日の年度の末日ま
での子どもを除く）
　医療費は無料です。ただし、初診に限り、下表の額
を限度とする初診時一部負担金がかかります。
【初診時一部負担金】

柔道整復歯　科医　科
２７０円５１０円５８０円

１８歳に達する日の年度の末日までの子ども

　医療費は無料です。

福

祉

医

療

助

成

制

度

▼
対
象
者
（
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
）

・
法
律
上
の
夫
婦
で
、
治
療
開
始

　
時
の
妻
の
年
齢
が
　
歳
未
満
で

４３

　
あ
る
方

・
夫
婦
い
ず
れ
か
が
申
請
日
に
お

　
い
て
1
年
以
上
歌
志
内
市
に
住

　
民
票
が
あ
る
方

・
夫
婦
の
前
年
の
所
得
（
1
月
か
ら

　
5
月
ま
で
の
間
に
申
請
が
あ
っ

　
た
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）の
合

　
計
額
が
7
3
0
万
円
未
満
の
方

・
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

・
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

▼
対
象
と
な
る
不
妊
治
療

・
保
険
給
付
の
適
用
と
な
る
治
療

・
保
険
給
付
の
適
用
と
な
ら
な
い

　
人
工
授
精
に
よ
る
治
療
（
体
外

　
受
精
及
び
顕
微
授
精
を
除
く
）

・
治
療
開
始
前
に
不
妊
原
因
を
調

　
べ
る
た
め
の
検
査
、
治
療
の
一

　
環
と
し
て
行
わ
れ
る
検
査
の
費

　
用

▼
助
成
額

・
4
月
1
日
か
ら
3
月
　
日
ま
で

３１

　
の
治
療
費
の
合
計
額
と
し
、　
２０

　
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

▼
助
成
回
数

・
治
療
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
毎

　
に
、
妻
の
年
齢
が
満
　
歳
に
達

４３

　
す
る
ま
で
6
回

※
こ
の
場
合
の
１
回
と
は
、
４
月

　
１
日
か
ら
３
月
　
日
ま
で
の
1

３１

　
年
間
の
実
績
を
ま
と
め
た
も
の

　
を
指
し
ま
す
。

　
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
、
北
海

道
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
助

成
金
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
て
、

市
独
自
で
上
乗
せ
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。

不

妊

治

療

費

を

助

成

し

ま

す

　
市
で
は
、
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
目

的
に
、
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
く
わ
し
い
内
容
は
、
保
健
福
祉
課
保
健
介
護
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
〈
保
健
介
護
グ
ル
ー
プ
　
市
役
所
２
階
緯
４
２
～
３
２
１
３
〉

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

一
般
不
妊
治
療
費
助
成
事
業



99 令和元年７月号

■表１　課税限度額の見直し

所得が次の金額以下の世帯軽減
割合 令和元年度から平成30年度

（変更なし）３３万円７割軽減

３３万円＋２８万円

×被保険者数

３３万円＋２７万円５千円

×被保険者数
５割軽減

３３万円＋５１万円

×被保険者数

３３万円＋５０万円

×被保険者数
２割軽減

令和元年度
から

平成３０年度区　分

６１万円５８万円医療分

（変更なし）１９万円後期分

（変更なし）１６万円介護分

９６万円９３万円計

国
民
健
康
保
険
税
の

国
民
健
康
保
険
税
の
改改
正正
点点

　
令
和
元
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る

主
な
改
正
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
所
得

基
準
を
下
回
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
額
と
平
等
割
額
の
７
割
、

５
割
ま
た
は
２
割
を
軽
減
し
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
、
５
割
と
２
割

の
軽
減
対
象
と
な
る
所
得
基
準
を

下
表
２
の
と
お
り
見
直
し
、
対
象

世
帯
を
拡
充
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
税
務
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
１
階
緯
４
２
～
３
２

１
７
）

　
国
の
政
令
改
正
を
受
け
て
、
下

表
１
の
と
お
り
、
医
療
分
の
課
税

限
度
額
（
上
限
額
）
に
つ
い
て
３

万
円
引
き
上
げ
ま
し
た
。

課
税
限
度
額
の
見
直

課
税
限
度
額
の
見
直
しし

軽
減
制
度
の
拡

軽
減
制
度
の
拡
充充

■表２　軽減制度の拡充

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
夏
場
を
迎
え
、
刈
払
機
や
草
刈

機
を
使
っ
て
家
庭
の
庭
木
の
手
入

れ
な
ど
を
行
う
機
会
が
多
く
な
り

ま
す
。

　
刈
払
機
は
手
軽
に
使
え
る
便
利

な
機
器
で
す
。
し
か
し
、
鋭
利
な

刈
刃
が
つ
い
て
お
り
、
使
用
中
は

高
速
で
回
転
す
る
た
め
、
慎
重
に

取
り
扱
わ
な
い
と
指
や
脚
な
ど
の

骨
折
や
切
断
な
ど
と
い
っ
た
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
重
篤
な
け
が
に

つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

　
刈
払
機
を
使
う
際
は
、
特
に
次

の
点
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▽
ヘ
ル
メ
ッ
ト
、
保
護
メ
ガ
ネ
や

防
振
手
袋
な
ど
、
保
護
具
を
必

ず
装
着
し
、
事
前
に
機
器
の
点

検
を
行
っ
て
か
ら
作
業
を
し
ま

し
ょ
う
。

▽
作
業
を
す
る
前
に
小
石
や
枝
、

硬
い
異
物
な
ど
を
除
去
し
、
半

径
　
ｍ
以
内
に
人
が
い
な
い
か

１５
確
認
し
て
作
業
を
し
ま
し
ょ
う
。

▽
障
が
い
物
や
地
面
な
ど
に
ぶ
つ

か
っ
て
起
き
る
刈
刃
の
跳
ね

（
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
）
に
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

▽
刈
刃
に
詰
ま
っ
た
草
や
異
物
を

取
り
除
く
際
は
、
必
ず
機
器
を

止
め
て
か
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。

止
め
ず
に
絡
ま
っ
た
草
を
手
で

取
り
除
こ
う
と
し
た
場
合
、
草

が
取
れ
た
途
端
に
刈
刃
の
回
転

が
再
開
し
、
手
を
受
傷
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

▽
作
業
者
の
家
族
や
周
囲
の
方
は
、

作
業
者
が
安
全
対
策
を
き
ち
ん

と
行
っ
て
い
る
か
一
緒
に
確
認

し
、
作
業
中
も
作
業
者
に
変
わ

っ
た
こ
と
が
な
い
か
を
常
に
意

識
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
環
境
交
通
グ
ル

ー
プ
（
市
役
所
１
階
緯
４
２
～

３
２
１
７
）

刈
払
機
（
草
刈
機
）

刈
払
機
（
草
刈
機
）
のの

使
用
中
の
事
故
に
ご
注
意

　
　
使
用
中
の
事
故
に
ご
注
意
 ！！

　
認
定
こ
ど
も
園
あ
お
ぞ
ら
が
、

２
０
１
８
年
度
中
に
建
設
さ
れ
た

道
内
の
施
設
の
中
か
ら
、
優
秀
照

明
施
設
と
し
て
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
ハ
イ
サ
イ
ド
ラ
イ
ト
窓
か
ら
照

ら
さ
れ
る
自
然
光
と
間
接
照
明
か

ら
生
ま
れ
る
空
間
が
調
和
さ
れ
、

開
放
感
あ
ふ
れ
る
室
内
は
、
子
ど

も
た
ち
が
の
び
の
び
と
遊
ん
だ
り
、

学
ん
だ
り
で
き
る
「
子
育
て
の
拠

点
」
と
し
て
相
応
し
い
、
温
か
み

の
あ
る
建
物
で
あ
る
こ
と
が
、
北

海
道
照
明
学
会
か
ら
評
価
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
　
　
　
《
認
定
こ
ど
も
園
屋
内
》

認
定
こ
ど
も
園

道
優
秀
照
明
施
設
賞
受
賞


